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｢町のハウスを借りて農業経営を向上させたい、施設園芸を

実施したい｣と考えている意欲ある方を募集します。

１．貸借期間

1号棟：1年間（令和6年7月10日～令和7年7月9日）
※新規就農者は1年間のみ延長が可能

　　　２．貸借対象施設及び面積(奈半利町字妙見ノ西)
施設：奈半利町レンタルハウス本体、気候室、潅水設備、暖房設備等
面積：1号棟1,036.8ｍ２（約10a）
ビニ－ル内張、消耗品、光熱水費、維持管理費は借り手の負担となります。
３．貸付条件　　　　　　

　　　貸借金額　1号棟：20万円/年
　　　使用目的　園芸作物を栽培して、販売することを目的とする。
　　　
４．応募資格　　　 

①町内に在住若しくは転入見込みの方

②18歳以上65歳未満の方（基準日：令和6年4月1日）

③町内で農業に従事しており、今後新たに施設園芸に取り組みたいと考えている方。

④家族が町内で農業を営んでおり、新たに施設園芸に取り組みたいと考えている方。

⑤町内で農業を営んでおり、経営面積の拡大を実施したいと考えている方。

⑥町内で施設園芸を営んでおり、経営施設（ハウス）の修繕、老朽化のために代替え
施設を求めている方。
⑦公共料金等滞納経歴のない方。
⑧奈半利町新規就農者制度のご理解ある方。
　　　

奈半利町レンタルハウス

　



　　　　　　　
町営レンタルハウス貸借農家募集





申込み受付期間　令和６年4月12日（金）～令和６年4月30日（火）





詳しくはこちらまで





奈半利町役場地域振興課（TEL　38-8182）











